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はじめに 

 

 

河川整備計画基礎案では、大戸川ダムの調査検討項目について次のように記述しています。 

１）代替案に関して、さらに詳細な検討を行う。 

２）琵琶湖の水位低下抑制のための大戸川ダムからの放流による効果と、その自然環境に及ぼす影響について、さ

らに詳細な調査・検討を行う。 

３）日吉ダムの利水容量の振替についての検討を行う。 

４）貯水池規模の見直し並びに貯水池運用の変更に伴う貯水池周辺やダム下流に与える影響をはじめ、環境等の諸

調査を行う。 

５）土砂移動の連続性を確保する方策の検討を行う。 

６）利水について、水需要の精査確認を行う。 

 以上の項目のうち本資料では、３）の「日吉ダムの利水容量の振替」に関する調査検討の結果について説明をしま

す。 

 残りの項目については、今後、引き続き検討を行います。なお、１）の代替案に関する調査検討のうち、治水に関し

ては、特に土砂流出の多い大戸川流域の特性をふまえて検討します。 
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1. 日吉ダムの治水機能強化対策の概要 

1.1 目的・背景 

 

「淀川水系河川整備計画基礎案，平成 16年 5月 8日」（以下、基礎案）に則り、大戸川ダムによ

る日吉ダムの利水容量の振替についての検討を行います。 

検討にあたっては、淀川水系流域委員会（以下、流域委員会）および一般からの意見を踏まえ

ました。 

 

解  説 

基礎案では「４．３．１洪水」の「(2)浸水被害の軽減」において、 

「1)狭窄部上流の浸水被害の軽減 

狭窄部上流の浸水被害に対しては、下流堤防の破堤危険性を増大させるような狭窄部の開削は当面できな

いことから、既往最大規模の洪水を対象に狭窄部上流における対策を検討する。 

長期的には、浸水被害を軽減する土地利用誘導等の実施が必要であるが、当面の被害軽減処置としては、

既設ダムの治水強化、並びに流域内貯留施設の整備を検討する。」としています。 

 

 また、基礎案では「５．３．１洪水」の「(2)浸水被害の軽減」において、 

「1)狭窄部上流の浸水被害の軽減 

①桂川 

狭窄部開削は当面実施しないが、保津峡上流における浸水被害軽減対策として、日吉ダムの治水機能強

化を検討する。保津峡上流の河川管理者である京都府と調整する。」としています。 

 

さらに基礎案の「５．７．２各ダムの調査検討内容」では、 

「（1）大戸川ダム 

2）狭窄部の開削を当面できないことから保津峡上流の亀岡地区の浸水被害の軽減を図る必要があり、日吉

ダムの治水容量を増量することにより浸水被害の軽減を図るためには、利水容量を大戸川ダムに振替る

ことが有効である。 

大戸川ダムについて以下の調査検討を行う。 

3）日吉ダムの利水容量の振替についての検討を行う。」としています。 

 

以上の基礎案での記述に従い、保津峡上流における浸水被害軽減対策として、大戸川ダムによる日吉ダム

の利水容量の振替について検討します。 

検討にあたっては、基礎案の前稿である「淀川水系河川整備計画基礎原案、平成15年 9月 5日」（以下、基

礎原案）に対する流域委員会および一般からの意見を踏まえました。 
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1.4 浸水被害対策 

 

保津峡上流における浸水被害対策として、日吉ダムの治水機能強化について検討します。 

 

 

解  説 

保津峡上流の亀岡地区の浸水対策として、流域での対応，河川での対応が考えられます（図 1.4） 

河川での対応については、①河道の疎通能力を拡大する対策，②浸水被害を軽減する対策，③河川

流量を制御する対策，④水防活動などがあります。 

これらの対策のうち、ここでは、河川対応の③河川流量を制御する対策に該当する「日吉ダムの治水機

能強化」について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4 浸水対策の相互関係 
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1.5 日吉ダムの治水機能強化 

 

日吉ダムの治水機能を強化する対策として、 

①  大戸川ダムへの利水容量の振替 
②  代替案 

     ②-1 堆砂容量の振替 

     ②-2 日吉ダムの嵩上げ 

③  複合案 （利水容量の振替＋堆砂容量の振替） 
について検討します。 

 

解  説 

日吉ダムの治水機能を強化する対策として、①大戸川ダムへの利水容量の振替，②代替案（堆砂容量

の振替，日吉ダムの嵩上げ），③複合案（利水容量の振替＋堆砂容量の振替）があります。 

これらの対策について、それぞれ、 

 

1) 振替容量の検討 
2) 維持流量の確保 
3) 貯水池運用計画の変更 
4) 洪水調節操作の変更 
5) 洪水位の低減効果 
6) 浸水区域の減少効果 
7) 対策の影響 

 

の観点から評価を行います。 
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2.1.2 亀岡地区の浸水被害 

 

亀岡地区では、狭窄部の保津峡の存在と緩い河川勾配により浸水被害が頻発しています。 

 

 

解  説 

亀岡地区の主な浸水被害の状況は下記の写真に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.1.2(1) S35.8 洪水（台風１６号）             写真 2.1.2(2) S57.8 洪水（台風１０号） 

出典）日吉ダムの洪水調節について             出典）桂川（保津工区）河川改修事業（京都府） 

建設省，水資源公団（現、国土交通省，水資源機構） 

 

＊被害状況一覧については、「1.3 対象洪水」を参照 
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2.3 亀岡地区の浸水区域 

 

日吉ダムの現運用計画では、対象洪水により浸水家屋等 約50戸、浸水区域 約200haの浸水

被害が生じます。 

 

解  説 

250m メッシュによる氾濫シミュレーション結果を地形状況によって詳細に検討したところ、対象洪水にお

ける日吉ダム運用計画での被害は、浸水家屋等 約 50 戸、浸水区域 約 200ha と想定されます。 

＜計算条件＞ 

・ 対象洪水    ；S28.9 洪水型（5313） 

・ 対象河道    ；京都府による当面計画（H10.9 着手）を考慮した河道 

・ 上流部の取り扱い；八木町の氾濫考慮 注 1) 

・ 破堤の考え方  ；順次越水破堤 注 2) 

・ 治水施設    ；日吉ダム現行操作（150m3/s 一定量放流） 

 
注 1)八木町の氾濫考慮 
 氾濫現象を忠実に捉えるため、対象区間の上流部で氾濫が生じる場合には、氾濫による下流への流量低減を考慮し
ます。亀岡地区の上流には八木町があり、ここでの氾濫による流量低減を考慮します。 
 
注 2)順次越水破堤 
河川水位が堤防高を超えた時点で破堤するという考え方で、堤防の低い箇所から順次、越水破堤が生じます。 

 

参考：氾濫シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.3  氾濫シミュレーション結果（S28.9 洪水型(5313)，日吉ダム現行操作） 
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3. 日吉ダムの治水機能強化対策 

3.1 日吉ダムの治水機能強化の考え方 

 

日吉ダムの治水機能強化とは、日吉ダムの治水容量の増量に伴うダム放流量の低減により、

下流河川の流量を小さくすることで、亀岡地区の浸水被害を軽減するものです。 

 

解  説 

日吉ダムの治水機能強化とは、何らかの対策により日吉ダムの治水容量を増量し、ダムの放流量を低

減することで下流河川の流量を小さくし、亀岡地区の浸水被害を軽減しようとするものです（図 3.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 日吉ダムの治水機能強化の考え方 

3.2 治水機能強化の対策案 

 

日吉ダムの治水機能強化対策として、大戸川ダムによる利水容量の振替及びその代替案、複

合案を考えます。 

 

解  説 

日吉ダムの治水機能強化対策として、大戸川ダムによる利水容量の振替及びその代替案、複合案を

考えます。 

① 大戸川ダムによる利水容量の振替 

日吉ダムの利水容量 1,600 万ｍ3の一部を治水容量に振り替える方法 

② 代替案 

  ②-1 堆砂容量の振替 

日吉ダムの堆砂容量 800 万ｍ3の一部を治水容量に振り替える方法 

  ②-2 日吉ダム嵩上げ 

対象洪水期間中、ダムからの放流を行わない（すなわち、流入量の全量を貯める）ために必要な

治水容量が確保できる高さまで、日吉ダムを嵩上げする方法 

③ 複合案 

上記対策のうち、 ①大戸川ダムによる利水容量の振替と②-1 堆砂容量の振替とを組み合わせる方

法 
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3.3.4 貯水池の容量配分の変更 

 

大戸川ダムに利水容量の一部を振替ることで、日吉ダムの治水容量を450万m3増量できます。

この対策により、治水容量は現在の約 1.1 倍になります。 

 

解  説 

桂川以外の水道用水取水量 2.84m3/s を大戸川ダムに振り替えると、日吉ダムの利水容量は 1,600 万

m3から 1,150 万 m3に減らすことができます。 

この差分の 450 万 m3を治水容量に振替ることが可能です（図 3.3.4）。 

利水容量の治水容量への振替により、治水容量は現行の約 1.1 倍の 4,650 万 m3になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.4 利水振替による貯水池容量配分の変更（日吉ダム） 
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3.3.5 洪水調節の変更 

 

450 万 m3の治水容量の増量により、ダムからの放流量を現行の 150m3/s から 90m3/s に少なく

することが可能です。 

 

解  説 

この治水容量の増量（450 万 m3）により、現行の洪水調節操作である 150m3/s 一定量放流から 90m3/s

一定量放流への変更が可能です（図 3.3.5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.5 利水振替による洪水調節の変更（S28.9 洪水型(5313) ） 

 

なお、放流量については、洪水調節を終了する時刻を亀岡地点流量が同地点の無害流量である

800m3/s を下回った時点として設定しています。（次頁参照） 
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3.4.4 洪水調節の変更 

 

堆砂容量の治水容量への振替により、ダムからの放流量を現行の150m3/sから 90m3/s に少な

くすることが可能です。 

 

解  説 

堆砂容量の治水容量への振替により、治水容量は現行の約 1.1 倍の 4,630 万 m3になります。 

この治水容量の増量（430 万 m3）により、現行の洪水調節操作である 150m3/s 一定量放流から 90m3/s

一定量放流への変更が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.4 堆砂容量の振替による洪水調節の変更（S28.9 洪水型(5313) ） 
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3.4.6 桂川への影響 

 

桂川への影響は少ないと考えます。 

 

 

解  説 

堆積土砂の除去工事期間中の一時的な濁水の流出が予想されますが、工事の時期や方法を工夫する

ことで影響は軽減できます。 

このため、桂川への影響は少ないと考えます。 
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3.5 代替案（日吉ダムの嵩上げ） 

3.5.1 ダムからの放流を行わないために必要な容量 

 

対象洪水の場合、ダムからの放流を行わないためには、日吉ダムで約 5,800 万 m3の治水容量

が必要です。 

このためには、新たに約 1,600 万ｍ3の治水容量の増量が必要です。 

 

解  説 

治水機能を強化する対策として、日吉ダムのダム高を嵩上げする方法があります。 

ダムからの放流を行わないためには、日吉ダム地点での流入量を全てダムで貯める必要があります。 

対象洪水の場合、現行の治水容量4,200万m3から新たに1,600万m3の治水容量の増量が必要になり

ます（図 3.5.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.1 ダムからの放流を行わないために必要な容量（S28.9 洪水型(5313) ） 
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＋5.5m
▽ 現行サーチャージ水位 201.0m

▽ 嵩上げ後サーチャージ水位 206.5m

3.5.2 必要な嵩上げ高 

 

日吉ダムで新たに1,600万ｍ3の治水容量を確保するためには、約5.5ｍのダム嵩上げが必要で

す。 

このダム嵩上げにより、治水容量は現在の約 1.4 倍になります。 

 

解  説 

日吉ダム貯水池の「水位～貯水容量図」から、日吉ダムで新たに 1,600 万ｍ3の治水容量を確保するた

めには、現行のサーチャージ水位を 5.5m 上昇させる必要があります（図 3.5.2(1)）。 

これに伴い、約 5.5ｍのダム嵩上げが必要となり、嵩上げ後のダム高は、現在の標高 205.4m から標高

210.9m になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）水資源機構資料 

図 3.5.2(1) ダムから放流を行わない（ダムで全量を貯める）ために必要な嵩上げ高 

（日吉ダム貯水池の「水位～貯水容量図」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5.2(2) 日吉ダムの嵩上げによる貯水池容量配分の変更（日吉ダム） 
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3.5.4 桂川への影響 

 

桂川への影響は少ないと考えます。 

 

 

解  説 

現行の貯水池の容量配分から、洪水調節を行うための容量（治水容量）を増量するだけのため、洪水

調節時を除くと桂川への影響はありません。 

このため、桂川への影響は少ないと考えます。 
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3.6 複合案（利水容量の振替＋堆砂容量の振替） 

3.6.1 貯水池の容量配分の変更 

 

大戸川ダムによる利水容量の振替と堆砂容量の振替により、日吉ダムの治水容量を最大 880

万 m3増量できます。 

この対策により、治水容量は現在の約 1.2 倍になります。 

 

解  説 

利水容量の振替による増量分450万m3と堆砂容量の振替による増量分最大430万m3（180万m3＋250

万 m3）を合わせた最大 880 万 m3を治水容量に振替ることが可能です（図 3.6.1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6.1 複合案による貯水池容量配分の変更（日吉ダム） 
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3.6.2 洪水調節の変更 

 

利水容量及び堆砂容量の振替により、ダムからの放流量を現行の 150m3/s から 40m3/s に少な

くすることが可能です。 

 

解  説 

利水容量及び堆砂容量の治水容量への振替により、治水容量は現行の約 1.2 倍の 5,080 万 m3になり

ます。 

この治水容量の増量（最大 880 万 m3）により、現行の洪水調節操作である 150m3/s 一定量放流から

40m3/s 一定量放流への変更が可能です（図 3.4.4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6.2 複合案による洪水調節の変更（S28.9 洪水型(5313) ） 
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3.6.4 桂川への影響 

 

桂川への影響は少ないと考えます。 

 

 

解  説 

3.3 大戸川ダムによる利水振替、3.4 堆砂容量の振替での考察から、複合案による影響は少ないと考

えます。 

このため、桂川への影響は少ないと考えます。 
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3.7 利水容量の振替及び、その他の対策案、複合案の効果の比較 

 

利水容量の振替及び、その他の対策案、複合案は、対象洪水で保津峡を開削しない場合、亀

岡地点で洪水位低減効果があり、有効性が認められます。 

しかし、亀岡地区の浸水区域はほとんど減少せず、浸水戸数は変わらないことがわかりました。

 

解  説 

 大戸川ダムによる利水容量の振替を行うことで、450 万 m3 の治水容量の増量が可能であり、亀岡地点

の洪水位は 10cm 低下します。 

 日吉ダムの堆砂容量の振替を行うことで、430 万 m3の治水容量の増量が可能であり、亀岡地点の洪水

位は 10cm 低下します 。 

 日吉ダムの嵩上げを行うことで、1,600 万 m3 の治水容量の増量が可能であり、亀岡地点の洪水位は

24cm 低下します。 

 大戸川ダムによる利水容量の振替と堆砂容量の振替を複合することで、880万m3の治水容量の増量が

可能であり、亀岡地点の洪水位は 18cm 低下します。 

いずれの対策においても対象洪水の場合、亀岡地区の浸水区域は現行からほとんど減少せず、浸水

戸数は現行と変わりません。 

 

表 3.7 亀岡地区の洪水位低減効果一覧 

対策 治水容量増

分(万 m3) 

洪水位の低減 浸水面積

(ha) 

浸水戸数 

現行   約 200 約 50 

①利水容量の振替 450 10 cm 約 200 約 50 

②堆砂容量の振替 430 10 cm 約 200 約 50 

③嵩上げ 1,600 24 cm 約 200 約 50 

④複合（①＋②） 880 18 cm 約 200 約 50 

        計算条件：対象洪水Ｓ２８．９洪水型、保津峡開削なし、当面計画の河道（表 2.2.3 参照） 
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４. 日吉ダムの治水機能強化対策のまとめ 

 

日吉ダムの治水機能強化策の一つである大戸川ダムによる日吉ダムの利水容量の振替は行

いません。 

 

解  説 

既往最大洪水（S28.9 洪水型(5313) ）を対象とした場合、 
 

 大戸川ダムによる日吉ダムの利水容量の振替では、一定の洪水位低減効果はあり、有効性は

認められるものの、亀岡地区の浸水戸数を軽減できません。 
 

以上から、日吉ダムの治水機能強化策の一つである大戸川ダムによる日吉ダムの利水容量の振替は

行いません。 

 

今後は、保津峡上流における浸水被害軽減に関する整備方法について京都府と連携を図りながら検

討を進めます。 

なお、日吉ダムについては、大戸川ダムの利水容量振り替えによる治水機能強化策以外で、京都府の

河川整備の進捗に応じた運用手法等についても検討します。 

 


